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～組合員資格の得喪や被扶養者の認定・取消した直後のご利用にあたって～ 
 

就職や退職、被扶養者認定・取消の届出は勤務先（所属所）を経由して共済組合に届き、内部審査や
複数の内部システムへの登録を経てオンライン資格確認システムへ登録されることとなっています。 
このため、オンライン資格確認システムへの登録内容の反映には一定の時間を要し、勤務先 

（所属所）へ届出を行ってもすぐに情報が反映されませんのでご理解をお願いします。 
 
※ 健康保険証の登録情報を「マイナポータル」から確認のうえ、ご利用願います。 

 

「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続き

なく、高額療養費制度における限度額を超える

支払いが免除されます。  

限度額適用認定証の事前申請は不要となりま

すので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 


